
第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】１ 

無線局の予備免許は、運転免許でいう仮免許のようなものです。期限までに工事が落成して本免許を受けられる

状態にならない場合、本免許（＝無線局の免許）が与えられないことになります。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】４ 

少し紛らわしい出題ですが、確実に覚えておきましょう。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事

の許可を受けた場合、登録検査等事業者などの点検を受けることで検査の一部を省略することができます。  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】４ 

４のような規定はありません。１～３の記述は覚えておきましょう。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】３ 

スプリアスとは、情報伝送に必要な周波数帯以外で発射される不要な電波のことです。これは他の通信に妨害な

どの悪影響を与えますから、その強度について厳しく規制されていますが、完璧に取り除くことは技術上難しい

ため、十分に低減させなければいけないこととされています。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】１ 

「無線従事者のほか」という記述は真っ先に誤りとして排除できます。また、選択肢 3の記述は電波法施行規

則第 25条にある送信設備の給電線やアンテナ等についての内容ですが、こちらは高さ２メートルではなく 2.5

メートルと規定されています。  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】１ 

無線従事者免許証に住所は記されていません。また、運転免許などと同じく業務に従事中は携帯義務があります。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】２ 

空中線電力に関しては電波法第 54 条で「免許状に記載されたものの範囲内で、通信を行うための必要最小限」

と規定されています。これらを全て超えて行うことができるのは、目前に人命の危機が迫っている事態である遭

難通信に限られています。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】３ 

無線局運用規則第 39条に、「試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から

停止の要求がないかどうかを確かめなければならない」と規定されています。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】４ 

技術基準に適合していないときは、技術基準に適合するように修理などを行うよう命ずることができます。電波

法第 72 条の「電波の質が総務省令で定めるものに適合していないときは、臨時に電波の発射の停止を命ずるこ

とができる」と混同しないように。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】１ 

電波の質は、「電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」です。空中線電力が多少変わっても他の無線局には

さほど迷惑を掛けませんが、電波の質が悪くなると直接他の無線局に混信などの迷惑を与えるため、適合しない

場合は臨時に電波の発射を停止させるという強い権限が与えられています。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】２ 

簡単な問題ですね。運転免許などと同じく、従事しないことによる免許取り消しはありません。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】４ 

免許が効力を失った場合は１箇月、旧免許状の返納は遅滞なくです。 


